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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧電トランスと、前記圧電トランスを駆動するための駆動周波数を生成する駆動周波数
生成手段と、を有する電源装置を用いて電子写真方式の画像形成を実行する画像形成装置
であって、当該電源装置が、
　出力すべき電流を設定する出力電流設定手段と、
　前記電源装置の出力電流を検出する出力電流検出手段と、
　前記出力電流設定手段により設定された設定電流に基づく電圧と、前記出力電流検出手
段で検出された出力電流と、に基づき前記駆動周波数生成手段を制御する制御手段と、
　前記電源装置の出力電圧を検出する電圧検出手段と、
　前記出力電流検出手段により検出された前記出力電流が過電流であることを示す第１の
基準値を超えた場合に、予め定められた時間、前記制御手段の出力を切り替えて、前記駆
動周波数生成手段の動作の停止と、予め定められた時間の経過後の前記駆動周波数生成手
段の動作の回復を制御する間欠保護動作手段と、
　前記電圧検出手段により検出された前記出力電圧が過電圧の状態を示す第２の基準値を
超えた場合に、前記制御手段の出力を切り替えて、前記駆動周波数生成手段の動作を停止
させ、当該停止の状態を保持するように制御する過電圧検知手段と、
　前記検出された前記出力電流が過電流であることを示す前記第１の基準値を超えず、か
つ、前記検出された前記出力電圧が低電圧の基準となる第３の基準値を下回った場合に、
前記圧電トランスの素子割れと判定し、当該判定結果を出力する判定手段と、
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　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記過電圧検知手段は、前記出力電圧が前記第２の基準値を超えた場合に前記設定電流
に基づく電圧を制御し、
　前記制御手段は、前記過電圧検知手段により制御された前記電圧と、前記出力電流検出
手段の検出結果として出力される電圧と、の入力に従い当該制御手段の出力を切り替え、
前記予め定められた時間、前記駆動周波数生成手段の動作を停止させることを特徴とする
請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記予め定められた時間の経過の後に、前記設定電流に基づく電圧と
、前記出力電流検出手段の検出結果として出力される電圧と、の入力に従い当該制御手段
の出力を切り替え、前記駆動周波数生成手段の動作を回復させることを特徴とする請求項
２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記間欠保護動作手段は、前記出力電流が前記第１の基準値を超えた場合に、前記予め
定められた時間、前記制御手段の出力を制御して前記駆動周波数生成手段の動作を停止さ
せることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記間欠保護動作手段は、前記予め定められた時間の経過の後、前記制御手段の出力を
制御して前記駆動周波数生成手段の動作を回復させることを特徴とする請求項４に記載の
画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真プロセスにより画像を形成する画像形成装置に関し、特に圧電トラ
ンスを用いる電源装置を有する画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式の画像形成装置では、感光ドラム表面への帯電やトナーによる静電潜像の
現像、中間転写体や紙などのメディアへの転写等のプロセスで数百ボルトから数キロボル
トといった高電圧の生成が必要とされる。
【０００３】
　上述した画像形成に必要とされる高電圧を生成するために、従来は、例えば、巻線式の
電磁トランスを使用している。電磁トランスは、銅線，ボビン，コアで構成されており、
電子写真方式の画像形成装置に用いる場合は、トランス駆動側の低圧巻線と高圧出力側と
の巻線間の絶縁確保のため、トランスの巻線を樹脂モールド部材等により絶縁する必要が
有る。また、装置の小型化のために薄型など特殊形状を実現しようとした場合には駆動巻
線と出力巻線間の結合度が低下して電力変換効率や波形伝達などの特性が悪化するという
問題がある。
【０００４】
　これらの問題点を補うために、薄型で軽量な圧電トランスを用いて高電圧を発生させる
技術がある。
【０００５】
　特許文献１では、定電流制御時には出力オープンによる電圧上昇を検知して出力電流を
絞る構成を開示している。出力が何らかの異常状態で低インピーダンスになった場合、定
電圧制御が維持できずに出力電圧は低下する。特許文献１の構成では、出力電圧を上昇さ
せようとして電圧制御用オペアンプが電圧－周波数変換器（Ｖ-Ｆ）の出力周波数を下げ
る方向に制御し続けて制御周波数が共振周波数を超えてしまい制御不能になることを防い
でいる。
【特許文献１】特開２００６－２０１３５１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の方式では以下のような問題点がある。図１３は、特許文献
１で提案された方式において高圧出力部での特定インピーダンスによる短絡発生時の出力
電圧の時間変化を示す図である。特定インピーダンスによる短絡とは、画像形成プロセス
の例えば感光ドラムと転写ローラの間などに異物が混入するなどの場合を想定している。
【０００７】
　一定の電圧出力時に所定の電流量を超えた過電流が流れると、電流検出用のオペアンプ
の出力電圧が上昇し、トランジスタがオン状態となり、電圧制御用オペアンプの反転増幅
端子レベルを低下させる。電圧制御用オペアンプから見ると出力設定値が下げられたこと
になるので、制御周波数を上げる方向に動作して電圧を低下させる。これに応じて出力電
圧が低下すると、流れる電流値も低下し始め、あるところで過電流検知点を下回るため、
トランジスタはオフ状態となる。電圧制御用オペアンプは、通常動作に復帰しようとして
設定電圧を目標に出力電圧を上昇させる動作を行う。
【０００８】
　この時、混入した異物が取り除かれていないと再び電圧が上昇したところで過電流を検
知して出力電圧は低下する。異常状態が継続した場合、高圧出力の上昇と低下を繰り返す
ことになり、その平均電力が異物の介在により消費されるため、このような状態では平均
電力を可能な限り下げられると、装置にとってより安全と言える。
【０００９】
　小さな異物の通過などによる瞬間的な過電流を検知した場合には、異常状態はすぐに除
去されることになる。そのため、過電流の検知の都度、毎回高圧出力を停止させて以後画
像が出せないような状況にはせずに、異常状態から自動復帰させる構成とすることが好ま
しい。
【００１０】
　定電流制御時の過電圧保護動作では、例えば高圧出力経路途中の接触不良などを想定す
ると不良が生じた接点手前で回路が出せる最大電圧を出してしまうことになり、周囲との
電位差が増えることから予期せぬ場所への放電などが起こってしまう可能性がある。この
場合、上述した定電圧制御時の過電流保護と同様に高電圧発生と保護動作を繰り返すこと
になってしまう。
【００１１】
　また、異常な高電圧が接触不良となった接点手前までの高圧ルート全体に発生すること
になり、上述した異物の通過とは異なり、一度このような状態になった場合には短時間で
の復帰は見込めないケースが多いため、回路を停止させてしまった方が安全である。
【００１２】
　上記の問題点を鑑み、本発明は、異常状態が発生した場合でも、電圧出力の停止と回復
動作を制御することで、安全性に優れた画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係る画像形成装置は、圧電トランスと、前記圧電トランスを駆動するための駆
動周波数を生成する駆動周波数生成手段と、を有する電源装置を用いて電子写真方式の画
像形成を実行する画像形成装置であって、当該電源装置が、
　出力すべき電流を設定する出力電流設定手段と、
　前記電源装置の出力電流を検出する出力電流検出手段と、
　前記出力電流設定手段により設定された設定電流に基づく電圧と、前記出力電流検出手
段で検出された出力電流と、に基づき前記駆動周波数生成手段を制御する制御手段と、
　前記電源装置の出力電圧を検出する電圧検出手段と、
　前記出力電流検出手段により検出された前記出力電流が過電流であることを示す第１の
基準値を超えた場合に、予め定められた時間、前記制御手段の出力を切り替えて、前記駆
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動周波数生成手段の動作の停止と、予め定められた時間の経過後の前記駆動周波数生成手
段の動作の回復を制御する間欠保護動作手段と、
　前記電圧検出手段により検出された前記出力電圧が過電圧の状態を示す第２の基準値を
超えた場合に、前記制御手段の出力を切り替えて、前記駆動周波数生成手段の動作を停止
させ、当該停止の状態を保持するように制御する過電圧検知手段と、
　前記検出された前記出力電流が過電流であることを示す前記第１の基準値を超えず、か
つ、前記検出された前記出力電圧が低電圧の基準となる第３の基準値を下回った場合に、
前記圧電トランスの素子割れと判定し、当該判定結果を出力する判定手段と、
　を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、異常状態が発生した場合でも、電圧出力の停止と回復動作を制御する
ことで、安全性に優れた画像形成装置を提供することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態を例示的に詳しく説明する。ただし、
この実施の形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、本発明の技術的範囲は
、特許請求の範囲によって確定されるのであって、以下の個別の実施形態によって限定さ
れるわけではない。
【００１６】
　（第１実施形態）
　図４は、本発明の実施形態にかかる画像形成装置の構成例を示す図である。画像形成装
置９００は、フルカラー印刷に対応した画像形成装置である場合、イエロー（ｙ）、マゼ
ンタ（ｍ）、シアン（ｃ）、ブラック（ｂｋ）に対応した画像形成ユニットを備える。イ
エロー（ｙ）を例にすると、感光ドラム９０１ｙは反時計回りに回転していて、高圧を加
える一次帯電ローラ９０２ｙを通過し、感光ドラム９０１ｙの表面は均一にマイナス帯電
される。均一に帯電を行うために、ＤＣ成分マイナス３００Ｖからマイナス７００Ｖの電
圧にＡＣ成分１３００Ｖから２０００Ｖが重畳されている。
【００１７】
　高圧電源装置は、装置内のモーター等を動作させるために使用する２４Ｖなどの電圧を
元にして、高圧トランスを用いてこれらの電圧を生成することが可能である。
【００１８】
　均一に帯電された感光ドラム９０１ｙの表面にレーザーユニット９０３ｙからレーザー
が照射され、レーザーが照射された部分は露光される。露光された部分は感光してインピ
ーダンスが低下して帯電量は低下する。レーザーユニット９０３ｙはON/OFF、PWM制御に
より露光量を制御することが可能であり、感光ドラム９０１ｙの表面には帯電量の分布に
よる潜像画像が描画される。
【００１９】
　次に現像スリーブ９０４ｙを感光ドラム９０１ｙの表面が通過する。現像スリーブ９０
４ｙと感光ドラム９０１ｙの間のギャップは高精度に管理されている。現像スリーブ９０
４ｙにＤＣ成分マイナス１５０V～マイナス５００VとＡＣ成分１３００Ｖ～２０００Ｖの
高圧を加えることで、感光ドラム９０１ｙの表面と現像スリーブ９０４ｙの間に電界が発
生する。ここにおいても前述した帯電プロセス同様に高圧トランスを用いた高圧電源装置
によりＤＣ成分及びＡＣ成分が生成されており、現像プロセスではＡＣ成分の波形が画質
に影響する。
【００２０】
　電界の向きと強度は帯電量に影響し、レーザーの照射で露光されてないマイナス帯電量
の大きい感光ドラム９０１ｙの表面では現像スリーブ９０４ｙから感光ドラム９０１ｙに
向かう電界が生じる。
【００２１】
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　一方、レーザーで露光されて感光ドラム９０１ｙ表面の帯電量の小さいところでは、感
光ドラム９０１ｙから現像スリーブ９０４ｙに向かう電界が生じる。
【００２２】
　現像スリーブ９０４ｙ上のマイナスに帯電したイエローのトナーが現像スリーブ９０４
ｙと感光ドラム９０１ｙの表面との間に形成されている電界の向きと反対方向に力をうけ
る。そして、感光ドラム９０１ｙ上に潜像画像がイエロー（ｙ）のトナーによって形成さ
れる。
【００２３】
　次に、感光ドラム９０１ｙの表面は中間転写ベルト９０６と接する。中間転写ベルト９
０６を挟み、感光ドラム９０１ｙの反対側には一次転写ローラ９０５ｙが設けられている
。この一次転写ローラ９０５ｙには、プラス５００V～プラス１２００Vの電圧が加えられ
ていて、マイナスに帯電したイエローのトナーを感光ドラム９０１ｙから一次転写ローラ
９０５ｙ側に引き寄せる。それにより、感光ドラム９０１ｙの表面にあったイエローのト
ナーが中間転写ベルト９０６の表面に転写される。
【００２４】
　以上の説明は、イエローの画像形成ユニットを例としているが、マゼンタｍ、シアンｃ
、ブラックｂｋでも同様であり、各色のトナーが中間転写ベルト９０６の表面に転写され
る。こうして、中間転写ベルト９０６には、イエローとマゼンタとシアンとブラックのト
ナーで形成されたフルカラーの画像が形成される。
【００２５】
　そして、中間転写ベルト９０６が２次転写内ローラ９０７と２次転写外ローラ９０８を
通過する。その時に中間転写ベルト９０６と２次転写外ローラ９０８の間を用紙１３０が
挟まれた状態で搬送される。２次転写外ローラ９０８には、プラス５００～プラス７００
０Ｖの電圧が加えられていて、マイナスに帯電したトナーが、用紙１３０の上表面に転写
される。用紙１３０は用紙カセット９１０から給紙されて、矢印９１２－１、９１２－２
、９１２－３、９１２－４と搬送される。２次転写内ローラ９０７、２次転写外ローラ９
０８を通過した用紙１３０－２の表面のトナーは未定着トナーで、用紙１３０－２から容
易に剥がれる状態である。この状態の用紙１３０－２が定着器９１１に搬送されて高温に
され、トナーが柔らかくなったところで、圧力を加えられることで、用紙１３０－２の表
面に張り付き定着する。そして、矢印９１２－５、９１２－６、９１２－７、９１２－８
、９１２－９と搬送されて、排出トレイ上の用紙１３０－３のように出力され積載される
。
【００２６】
　（高圧電源装置の回路構成）
　図１１は、圧電トランス式高圧電源装置（以下、単に「高圧電源装置」）の構成例を示
す図である。圧電トランス式高圧電源装置は圧電トランス３、ダイオード４、５、高圧コ
ンデンサ６は、抵抗７、８、１１、１３、１７、１８、電圧制御用オペアンプ９、１２、
電圧－周波数変換器（Ｖ-Ｆ）１０、トランジスタ２、１６、インダクタ１を備える。図
１１では高圧電源を制御する構成として、画像形成装置側から設定された目標出力電圧値
に応じた高圧出力を行う定電圧制御方式を示しているが、電流値を一定に制御する定電流
制御も可能である。高圧電源装置は、出力すべき電圧として、画像形成装置の本体側から
の指示で設定電圧（Ｖｃｏｎｔ）を設定する出力電圧設定回路（素子）を有する。また、
高圧電源装置は、出力電圧を検出する出力電圧検出回路（素子）を有する。具体的には、
出力電圧検出回路は高圧電源装置から出力された出力電圧（Ｖｏｕｔ）に基づく検出電圧
（Ｖｄｅｔ）を検出する。また、高圧電源装置は、設定電圧（Ｖｃｏｎｔ）と検出電圧（
Ｖｄｅｔ）との比較に基づき駆動周波数生成ユニット（電圧－周波数変換器（Ｖ-Ｆ））
を制御する制御回路（素子）を有する。電圧制御用オペアンプ９は、制御回路（素子）と
して機能することが可能である。まず、電圧制御用オペアンプ９の反転入力端子（－端子
）に抵抗１１を介して不図示のコントローラから出力された出力すべき電圧として設定さ
れた設定電圧（Ｖｃｏｎｔ）を示すアナログ信号である高圧出力制御信号が入力される。
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【００２７】
　一方、電圧制御用オペアンプ９の非反転入力端子（＋端子）には出力電圧Ｖｏｕｔを抵
抗７、８によって分圧した検出電圧Ｖｄｅｔが入力される。検出電圧Ｖｄｅｔは出力電圧
Ｖｏｕｔに基づき検出された検出電圧となる。電圧制御用オペアンプ９は反転入力端子（
－端子）に入力される設定電圧Ｖｃｏｎｔと、反転入力端子（＋端子）に入力される検出
電圧Ｖｄｅｔが等しい電圧となるように出力端子から電圧を出力する。電圧制御用オペア
ンプ９の出力端子は電圧－周波数変換器（Ｖ-Ｆ）１０に接続される。電圧－周波数変換
器（Ｖ-Ｆ）１０は、圧電トランス３を駆動するために駆動周波数を発生する駆動周波数
生成ユニット（素子）として機能する。電圧－周波数変換器（Ｖ-Ｆ）１０は電圧制御用
オペアンプ９の出力電圧に応じた周波数でトランジスタ２をスイッチングさせ圧電トラン
ス３の一次側に電力を供給する。圧電トランス３は一次側に供給された駆動周波数に応じ
て振動し、２次側に圧電トランス３のサイズに応じた昇圧比で増幅した交流電圧を発生さ
せる。発生した交流電圧はダイオード４、５及び高圧コンデンサ６によって正電圧に整流
平滑され負荷（不図示）に供給される。
【００２８】
　電圧制御用オペアンプ９は設定電圧Ｖｃｏｎｔと出力電圧Ｖｏｕｔの検出結果を示す検
出電圧Ｖｄｅｔとが等しい電圧になるように動作する。そのため、設定電圧Ｖｃｏｎｔを
変化させることにより、出力電圧Ｖｏｕｔを制御することが可能である。
【００２９】
　また、高圧電源装置は、出力電流を検出する出力電流検出回路を有する。具体的には、
出力電流検出回路は、出力電圧Ｖｏｕｔに基づく検出電流を検出する。出力電流検出回路
の構成要素として、オペアンプ１２は電流電圧変換器として含まれる。オペアンプ１２は
、出力電圧Ｖｏｕｔに基づく出力電流が負荷（不図示）を経由してＧＮＤから戻る経路の
途中に設けられ、負荷を流れる電流値に比例した電圧をＶＩｄｅｔとして出力する。オペ
アンプ１２は非反転入力端子（＋端子）に接続された電源１４の電圧と反転入力端子（－
端子）の電圧が等しくなるよう動作する（イマジナリーショート）。オペアンプ１２は、
負荷を流れて戻ってきた電流が電流検出抵抗１３を流れると抵抗値に応じた電圧降下が発
生するので、電源１４の電圧値をＶ１４として、電流検出抵抗１３の抵抗値をＲ１３、流
れる電流値をＩｏｕｔとすれば、以下の関係式が成り立つ。
【００３０】
　ＶＩｄｅｔ＝Ｖ１４＋Ｉｏｕｔ×Ｒ１３　　　・・・（１）
　図１２は所定の負荷に電圧を供給する場合の圧電トランス３の駆動周波数と出力電圧の
関係を示す図である。一般に圧電トランスの特性は、同図に示すように共振周波数ｆ０に
おいて出力電圧が最大となるような裾広がりな形状をしている。ｆＬは電圧－周波数変換
器（Ｖ-Ｆ）１０で動作可能な最低周波数、ｆＨは電圧－周波数変換器（Ｖ-Ｆ）１０で動
作可能な最高周波数、ｆｌは定格内最低周波数、ｆｈは定格内最高周波数である。
【００３１】
　通常動作時には、共振周波数ｆ０よりもわずかに低めに設定された駆動周波数を変化さ
せることにより圧電トランスの出力電圧を制御している。
【００３２】
　次に、本実施形態にかかる高圧電源装置の特徴となる回路構成を図１の参照により説明
する。画像形成装置は、圧電トランス３と、圧電トランス３を駆動するための駆動周波数
を生成する駆動周波数生成ユニット（電圧－周波数変換器（Ｖ-Ｆ））と、を有する電源
装置を用いて電子写真方式の画像形成を実行することが可能である。先に説明した図１１
と説明の重複を避けるため、同様の構成及び動作については説明を省略する。図１１の回
路構成と異なる点は、間欠保護動作回路１５（Ｉｎｔ）を有する点にある。間欠保護動作
回路１５は、出力電流が基準値を超えた場合に、予め定められた時間、制御回路（電圧制
御用オペアンプ９）の出力を切り替えて、駆動周波数生成ユニット（電圧－周波数変換器
（Ｖ-Ｆ））の動作を制御することが可能である。
【００３３】



(7) JP 5123652 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

　間欠保護動作回路１５は、高圧電源装置を構成する回路のオン時間を調整するための回
路オン時間調整用抵抗１５６と、回路のオフ時間を調整するオフ時間調整用抵抗１５７を
有する。間欠保護動作回路１５は、高圧電源装置を構成する回路を間欠的に動作させるタ
イミングを制御するための間欠時間決定用のコンデンサ１５１０を有する。
【００３４】
　また、間欠保護動作回路１５は、間欠時間決定用のコンデンサ１５１０を充電するため
の充電用ダイオード１５８、間欠時間決定用のコンデンサ１５１０を放電するための放電
用ダイオード１５９を有する。更に、間欠保護動作回路１５は、保護動作用のコンパレー
タ１５２、保護動作検知点及びヒステリシスレベルを調整するための調整用抵抗１５３、
１５４、１５５、保護動作用のトランジスタ１５１、１５１１を有する。保護動作用のト
ランジスタ１５１、１５１１がオンすると、電流検出抵抗１３を介して電流が流れ、電流
検出用のオペアンプ１２の出力電圧が上昇する。
【００３５】
　間欠保護動作回路１５は、検出電流が基準値を超えた場合に設定電圧Ｖｃｏｎｔを制御
する。制御回路（電圧制御用オペアンプ９）は、間欠保護動作回路により制御された設定
電圧と、出力電圧との入力に従い出力を切り替え、予め定められた時間、駆動周波数生成
ユニットの動作を停止させる。また、制御回路（電圧制御用オペアンプ９）は、予め定め
られた時間の経過の後に、設定電圧と、検出電圧との入力に従い出力を切り替え、駆動周
波数生成ユニットの動作を回復させる。
【００３６】
　図２は、高圧電源装置における高圧出力設定値と出力電圧の関係を例示する図である。
電流検出用のオペアンプ１２の反転入力端子電圧（Ｖ１４）＝３Ｖとし、出力電圧Ｖｏｕ
ｔ＝０ＶとするとＶｄｅｔ＝３Ｖとなる。Ｖｏｕｔが増えるとそれに比例してＶｄｅｔも
上昇する。図２において、ＯＶＰは、過電圧の状態を示す電圧基準値を示す。ＬＶＰは、
低電圧の状態を示す電圧基準値を示す。
【００３７】
　電圧制御用オペアンプ９は出力設定値Ｖｃｏｎｔの値と出力電圧の検出結果を示すＶｄ
ｅｔが同じ電圧になるように出力電圧Ｖｏｕｔを制御する。すなわち、電圧制御用オペア
ンプ９は、出力設定値Ｖｃｏｎｔが低い時には出力電圧Ｖｏｕｔも低くなるように制御し
、出力設定値Ｖｃｏｎｔが高い時には出力電圧Ｖｏｕｔも高くなるように制御する。
【００３８】
　また、電流検出用のオペアンプ１２は、出力をオフにすることで高圧出力として、出力
電圧Ｖｏｕｔをオフに制御することが可能である。本実施形態では電圧制御用オペアンプ
９、電流検出用のオペアンプ１２の動作を保護回路に利用している。
【００３９】
　通常動作時、コンパレータ１５２の反転入力端子（-端子）に入力される電圧（反転入
力端子電圧）は、オペアンプ１２の出力電圧が所定値以下となっているためローレベルで
ある。反転入力端子（-端子）に入力される電圧は、調整用抵抗１５３、１５４、１５５
で決められるコンパレータ１５２の非反転入力端子（+端子）に入力される電圧を下回っ
ている。そのためコンパレータ１５２の出力はハイレベルであり、トランジスタ１５１、
１５１１はオンできない。
【００４０】
　この状態におけるコンパレータ１５２の非反転入力端子電圧（+端子）に入力される電
圧（非反転入力端子電圧）は、調整用抵抗１５３と調整用抵抗１５５の並列抵抗値と調整
用抵抗１５４の分圧電圧Ｖ１となる。設定例として、Ｖｃｃ＝１２Ｖ、調整用抵抗１５３
＝調整用抵抗１５４＝調整用抵抗１５５＝１０ＫΩと設定すると、分圧電圧Ｖ１＝６Ｖと
なる。前述した電流検出結果ＶＩｄｅｔの計算式（１）に当てはめると、出力電流値は、
電流検出用のオペアンプ１２の反転入力端子電圧（Ｖ１４）＝３Ｖとした場合、Ｉｏｕｔ
＝３００μＡとなる。
【００４１】
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　出力異常時に出力電流Ｉｏｕｔ３００μＡを超える電流が流れる場合を想定する。この
場合、コンパレータ１５２の非反転入力端子電圧は、充電用ダイオード１５８と回路オン
時間調整用抵抗１５６を介して、コンデンサ１５１０を抵抗値と静電容量により決められ
た時定数で充電した電圧となる。分圧電圧レベルがＶ１＝６Ｖを上回ると、コンパレータ
１５２の出力が反転してローレベルとなり、トランジスタ１５１、１５１１をオンさせる
。
【００４２】
　これにより電圧制御用オペアンプ９の反転入力端子電圧、すなわち出力電圧設定値はロ
ーレベルに落とされ、高圧出力（Ｖｏｕｔ）をオフにする方向に回路が動作する。高圧出
力（Ｖｏｕｔ）がオフにされると、電流検出用のオペアンプ１２の出力電圧も低下する。
この時、保護検知用のコンパレータ１５２の反転入力端子電圧は、放電用ダイオード１５
９及びオフ時間調整用抵抗１５７を介してコンデンサ１５１０を抵抗値と静電容量により
決められた時定数で放電された電圧となる。
【００４３】
　コンパレータ１５２の出力がローレベルの場合の非反転入力端子電圧をＶ２とし、前述
した設定例により計算すると、Ｖ２＝４Ｖとなり、この時のＩｏｕｔ＝１００μＡとなる
。つまり、コンパレータ１５２は異常検知時と検知後の開放時のレベルにヒステリシスを
持っていることになる。
【００４４】
　コンデンサ１５１０がオフ時間調整用抵抗１５７との時定数で４Ｖまで放電されると、
コンパレータ１５２の出力は再び反転してハイレベルになり、トランジスタ１５１、１５
１１もオフとなり、通常動作に復帰する。この時、高圧出力の異常が排除されていればそ
のまま通常動作が継続される。異常状態が解消されていない場合、反転入力端子電圧は、
再び、充電用ダイオード１５８と回路オン時間調整用抵抗１５６を介して、コンデンサ１
５１０を抵抗値と静電容量により決められた時定数で充電されてゆく電圧により上昇する
。異常状態が解消されていない場合、回路はオフとなり再び停止する。
【００４５】
　間欠保護動作とは回路出力の停止と復帰の繰り返し動作をいい、回路オン時間調整用抵
抗１５６、１５７の抵抗値とコンデンサ１５１０の静電容量との関係でオン時間とオフ時
間の調整が可能である。例えば、異常を検知した次の瞬間に異常は排除され、自己復帰さ
せたい場合には出来るだけ早く出力を元に戻すことが好ましい。一方、オフ時間を短く設
定しすぎると、異常継続時の平均出力電力が増えてしまうので、オフ時間と平均出力電力
のバランスを取りながら回路定数を設定することが好ましい。
【００４６】
　図３は、間欠保護動作時における出力電圧の変化を例示的に示す図である。間欠保護動
作回路１５が過電流を検知すると、高圧電源装置の回路出力は停止する。間欠保護動作回
路１５により予め定められた回路出力を停止する回路停止時間（オフ時間：ｔ２－ｔ１）
を経過すると、間欠保護動作回路１５は、回路出力をもとに戻す復帰動作により回路出力
を再び立ち上がる。この場合、異常状態が継続していると、間欠保護動作回路１５は、回
路出力を停止する停止動作を実行する（ｔ３）。
【００４７】
　画像形成装置の異常により過電流が発生した場合、圧電トランスを駆動するための駆動
周波数が制御可能な範囲を超える場合が生じる。このような場合でも、回路出力の停止と
復帰を繰り返す間欠保護動作により、駆動周波数を高周波（低出力）側に一旦、周波数リ
セットしながら回路出力を制御することが可能になる。
【００４８】
　図５は周波数リセットの方式を変えた第１変形例の回路構成を示す図である。図５の回
路構成において、図１の回路構成と同一の構成要素については同一の参照番号を付してい
る。間欠保護動作回路１５については、図１の構成と同一であるため詳細な回路構成を省
略して図示している。図５の回路構成では、間欠保護動作回路１５の出力が電圧制御用オ
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ペアンプ９の非反転入力端子（＋端子）に入力され、異常状態の検出時にＶｄｅｔを強制
的にハイレベルに引っ張ることで駆動周波数のリセットをして回路出力をオフにしている
。
【００４９】
　図６は周波数リセットの方式を変えた第２変形例の回路構成を示す図である。図６の回
路構成においても、図１の回路構成と同一の構成要素については同一の参照番号を付して
いる。間欠保護動作回路１５については、図１の構成と同一であるため詳細な回路構成を
省略して図示している。図６の回路構成では、間欠保護動作回路１５の出力が電圧制御用
オペアンプ９の出力側と接続することにより、異常状態の検出時に電圧制御用オペアンプ
９の出力を強制的にハイレベルに引っ張ることで駆動周波数のリセットをして回路出力を
オフにしている。
【００５０】
　本実施形態に拠れば、異常状態が発生した場合でも、出力の停止と回復動作を制御する
ことで、安全性に優れた画像形成装置を提供することが可能になる。
【００５１】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態を図７乃至図１０の参照により説明する。
【００５２】
　図７は、第２実施形態にかかる高圧電源装置の回路構成を示す図である。図７において
図１と異なる点は、定電流制御を行っていることである。電流検出用のオペアンプ１２の
出力が電流制御用オペアンプ１９の非反転入力端子（＋端子）と接続されている。反転入
力端子（－端子）は、抵抗２０を介して出力すべき電流として設定された設定電流Ｉｃｏ
ｎｔを示す出力電流設定信号と接続されている。電流制御用オペアンプ１９に抵抗２０を
介して入力された出力電流設定信号Ｉｃｏｎｔと、電流制御用オペアンプ１２の出力ＶＩ
ｄｅｔとが同じになるよう回路出力が制御される。
【００５３】
　高圧電源装置は、画像形成装置の本体側からの指示で出力すべき電流として、設定電流
Ｉｃｏｎｔを設定する出力電流設定回路と、高圧電源装置の出力電流を検出する出力電流
検出回路と、を有する。また、高圧電源装置は、設定電流Ｉｃｏｎｔに基づく電圧と、出
力電流検出回路の検出結果として出力される電圧ＶＩｄｅｔと、に基づき駆動周波数生成
ユニットを制御する制御回路（素子）を有する。また、高圧電源装置は、出力電圧を検出
する電圧検出回路を有する。具体的には、電圧検出回路は高圧電源回路の出力電圧に基づ
く検出電圧Ｖｄｅｔを検出する。また、高圧電源装置は、出力電流が過電流であることを
示す第１の基準値を超えた場合に、予め定められた時間、制御回路（素子）の出力を切り
替えて、駆動周波数生成ユニットの動作を制御する間欠保護動作回路を有する。間欠保護
動作回路は出力電流が第１の基準値を超えたことを通知する過電流通知回路を有する。
【００５４】
　また、高圧電源装置は、検出電圧が過電圧の状態を示す第２の基準値を超えた場合に、
制御回路の出力を切り替えて、駆動周波数生成ユニットの動作を制御する過電圧検知回路
（ＯＶＰ２３）を有する。過電圧検知回路（ＯＶＰ２３）は、検出電圧が第２の基準値を
超えたことを画像形成装置本体の制御部に通知する過電圧通知回路を有する。更に、高圧
電源装置は、検出電圧が低電圧の基準となる第３の基準値を下回ったことを画像形成装置
本体の制御部に通知する低電圧通知回路（ＬＶＰ２２）を更に有する。
【００５５】
　図８は、オペアンプ１２の出力であり電流検出結果を示すＶＩｄｅｔと、高圧出力電圧
Ｖｏｕｔに対応した高圧出力電流値Ｉｏｕｔと、の関係を例示的に示す図である。図８に
おいて、ＯＣＰは、過電流の状態を示す基準値である。電流検出用のオペアンプ１２の非
反転入力端子（＋端子）に接続された電源１４の電圧を基準として、電流検出抵抗１３に
流れた電流に応じて、電流検出用のオペアンプ１２の出力電圧が変化することを示してい
る。Ｉｏｕｔ=０ＡではＶＩｄｅｔ=３Ｖ、Ｉｏｕｔ=３００μＡではＶＩｄｅｔ=９Ｖを示
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していることから、電流検出抵抗１３はこの場合、２０ＫΩであることが計算により導か
れる。
【００５６】
　出力電圧検出用の抵抗７、８の分圧部分に接続されたボルテージフォロワのオペアンプ
２１と、その出力を元にして過電圧を検知するＯＶＰ回路２３（過電圧検知手段）及び、
低電圧を検知するＬＶＰ回路（低電圧検知手段）２２を備えている。
【００５７】
　定電流制御方式では、高圧出力のインピーダンスに応じて出力電圧が変化する。つまり
出力インピーダンスが高ければわずかな電流でも高い電圧が発生するし、逆にインピーダ
ンスが低ければ発生する電圧は低くなる。
【００５８】
　このような構成での出力異常状態を想定すると、高圧出力回路に異常が発生し、回路側
からみたインピーダンスが上昇した場合の過電圧発生と定電流制御ながらも出力が突然短
絡された場合などには過電流が流れる場合がある。また、圧電トランス３はセラミックを
使用した素子であるため、巻線トランスよりも衝撃に弱く、割れてしまった場合、出力が
完全にオフしてしまうため、電流も流れず、電圧も発生していない状態となる。過電流の
発生に対する保護は第１実施形態で説明した通りなので詳細は割愛するが、本実施形態で
は間欠保護動作回路１５の動作結果が画像形成装置本体の制御部に通知される（ＯＣＰ通
知）。
【００５９】
　次に過電圧保護動作について説明する。出力部の接触不良やコネクタ抜け等によるイン
ピーダンスの上昇が発生すると、電流制御用オペアンプ１９は一定の電流を流そうとして
最大出力を制御する。この時、回路出力部での出力電圧は回路の能力の最大値となり、通
常動作時には発生しないような高電圧が発生してしまう。高圧電源装置を構成する回路の
途中に断線等が生じた場合、この部分に異常電圧が出力されてしまう。そのような電圧印
加が想定されていない設計の場合、リーク電流が近傍の低圧金属部に向けて流れてしまう
。このため、過電圧発生時には装置内のどの部分で異常電圧が印加されても問題の無いよ
うな絶縁設計が可能であればよいが、通常経路全体に対しては困難であることが多いため
本実施形態では出力を停止し、停止状態を保持する構成とした。
【００６０】
　図９は過電圧発生時の出力電圧の時間変化を示す図である。通常動作レベルの出力が続
いた後、あるところで出力異常が発生して電圧が上昇すると、過電圧を検知して回路が停
止するため出力電圧は低下する。異常検知により停止状態を保持する構成としているので
、自動的な復帰動作は行われない。
【００６１】
　次に、図７に示す回路の動作を説明する。出力電圧Ｖｏｕｔが上昇するとそれに比例し
てＶｄｅｔも上昇する。過電圧検出用のツェナーダイオード２３５のツェナー電圧を超え
る電圧がＶｄｅｔに発生すると抵抗２３４を経由してコンデンサ２３３が充電される。サ
イリスタ２３２のオンレベルまで電圧が上昇するとサイリスタ２３２はオンしてＩｃｏｎ
ｔ信号をローレベルに落として状態を保持する。
【００６２】
　抵抗２３１はサイリスタ２３２の保持電流を決める抵抗であり、抵抗２３４とコンデン
サ２３３の充電時定数によりノイズ等の誤動作を防止している。また、サイリスタ２３２
のアノード電圧を画像形成装置本体に返すことで、過電圧発生を画像形成装置本体の制御
部に通知している（ＯＶＰ通知）。
【００６３】
　次に、圧電トランス３の素子割れ検知について説明する。圧電トランス３の素子割れ時
には出力電圧Ｖｏｕｔが低下し、且つ出力電流も流れない状態となることから、出力低電
圧検知信号を装置に返す構成としている。装置側では過電圧検知信号との組み合わせによ
り過電流が発生しているのか、素子割れが発生しているのかを判別することができる。
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【００６４】
　次に低電圧検知回路２２の説明を行う。出力電圧の検知結果を示すＶｄｅｔには通常動
作時には一定以上の電圧が必ず発生しており、この電圧Ｖｄｅｔが所定値を下回った場合
に、低電圧検知回路２２は出力電圧が異常(低電圧の状態)と判断する。低電圧検知用ツェ
ナーダイオード２２１には通常動作時に電流が流れており、トランジスタ２２２のエミッ
タ、ベース間抵抗２２３の両端にはトランジスタ２２２をオンさせるのに十分な電圧が発
生している。トランジスタ２２２がオンすることでトランジスタ２２４はオフし、プルア
ップ抵抗２２６によりコレクタはＶｃｃまで引っ張り上げられている。圧電トランス３に
割れが発生すると出力電圧Ｖｏｕｔが低下し、これに応じて出力電圧の検出結果を示すＶ
ｄｅｔも低下する。そして、低電圧検知用ツェナーダイオード２２１の出力はオフとなり
、トランジスタ２２２もオフとなる。これにより抵抗２２５を経由してトランジスタ２２
４のベースに電流が供給され、トランジスタ２２４はオンし、コレクタ電圧はローレベル
となる。低電圧検知回路２２は、この電圧レベルを画像形成装置本体の制御部に低電圧検
知信号として通知する（ＬＶＰ通知）。
【００６５】
　図１０は、検知情報（ＯＣＰ、ＯＶＰ、ＬＶＰ）と装置本体のステータスとの関係を示
す図である。装置側ではこの時の過電流検知信号（ＯＣＰ）を併せてモニターし、過電流
検知信号（ＯＣＰ）を検知せずに低電圧検知信号（ＬＶＰ）が検知された場合には、圧電
トランスの素子割れと判定される。
【００６６】
　過電流検知信号（ＯＣＰ）を検知し、低電圧検知信号（ＬＶＰ）を検知した場合には出
力インピーダンス低下による電圧低下の可能性が高いので、この場合には過電流が発生し
たと判定する。画像形成装置は、この判定結果を操作部等に表示してユーザーに通知する
こともできるし、ネットワークを介して通知することも可能である。
【００６７】
　本実施形態に拠れば、異常状態が発生した場合でも、出力の停止と回復動作を制御する
ことで、安全性に優れた画像形成装置を提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る高圧電源装置の回路構成を示す図である。
【図２】高圧電源装置における高圧出力設定値と出力電圧の関係を例示する図である。
【図３】間欠保護動作時における出力電圧の変化を例示的に示す図である。
【図４】一般的な画像形成装置の動作の一例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る回路構成で、周波数リセットの方式を変えた第１
変形例の回路構成を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る回路構成で、周波数リセットの方式を変えた第２
変形例の回路構成を示す図である。
【図７】本発明の第２実施形態にかかる高圧電源装置の回路構成を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る電流検出結果に基づくＶＩｄｅｔと、高圧出力電
圧Ｖｏｕｔに対応した高圧出力電流値Ｉｏｕｔと、の関係を例示的に示す図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る過電圧発生時の出力電圧の時間変化を示す図である
。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る検知情報（ＯＣＰ、ＯＶＰ、ＬＶＰ）と装置本体
のステータスとの関係を示す図である。
【図１１】圧電トランス式高圧電源装置の構成例を示す図である。
【図１２】圧電トランスの駆動周波数と出力電圧の関係を示す図である。
【図１３】従来の圧電トランス高圧回路の過電流保護動作時の出力状態を示す図である。
【符号の説明】
【００６９】
１５　間欠保護動作回路
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１５２　コンパレータ
１５３　調整用抵抗
１５４　調整用抵抗
１５５　調整用抵抗
１５８　充電用ダイオード
１５９　放電用ダイオード
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【図２】

【図３】
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